
全国連合退職校長会 教育憲章 

われわれは、教育基本法の精神を踏まえ、日本の教育推進の指針として、こ

の憲章を定める。

  日本の教育は、個人の尊重、生命に対する畏敬の念を重んじ、日本人として

の自覚と誇りをもち、世界の平和と豊かな文化の創造、人類の福祉に貢献でき

る心身ともに健康で主体性のある国民の育成を期するものである。

 そのために、われわれは、以下の具体的な目標を掲げ、人間育成の具現化に

努める。

１ 人間尊重の精神にのっとり、一人一人が自他を大切にし、心身ともにたく

ましく生きる力をもつ。

２ 日本の自然を愛護し、豊かな情操を培うとともに、地球環境の保全に尽く

す。

３ わが国がはぐくんできた文化や伝統を尊重し、他国の文化への理解を深め、

豊かな文化を創造する。

４ 日本の美しいことばを大切にし、礼節を重んじ、豊かな人間性を培う。

５ 誠実さや勤勉さを大切にし、勤労の意義と奉仕の尊さを知り、共に生きる

喜びをもつ。

６ 生涯にわたり、向学心に燃え、真理を求め、創造性豊かに主体的に生き抜

く力をもつ。

７ 和の精神と思いやりの心をもち、温かな家庭と心の通い合う地域社会の形

成に努める。

８ 善悪の判断を正しく行い、公共の精神と社会の一員としての自覚と責任を

もって社会の発展に尽くす。

９ 民主的な社会及び国家の形成に努め、国と郷土を愛するとともに、他国と

協調して世界の平和と発展に尽くす。
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